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Ⅰ 方針 

○民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律（平成 28 年法

律第 101 号。以下「法」という。）では、国及び地方公共団体が対応することが困難な社

会の諸課題の解決を目指して民間の団体が行う、①子ども及び若者の支援、②日常生活又

は社会生活を営む上で困難を有する者の支援、③地域社会における活力の低下その他の

社会的に困難な状況に直面している地域の支援に係る公益に資する活動を、国民の資産

である休眠預金等を活用して促進し、成果を収めることにより国民一般の利益を増進す

ることで国民に還元することとされている。 

 

○一般財団法人日本民間公益活動連携機構（以下「ＪＡＮＰＩＡ」という。）は、法に基づ

く指定活用団体として、その役割を踏まえ、民間公益活動促進業務を実施する。その際、

誰ひとり取り残さない、持続可能な社会を未来の子ども達に引き継ぐため、オールジャパ

ンの体制で多様なステークホルダーと連携し、民間の英知、創造性、革新性を結集して、

社会の諸課題の解決に革新的手法でチャレンジする担い手を支える触媒になることを目

指す。 

 

○これを踏まえＪＡＮＰＩＡでは以下のビジョンを掲げている。 

  

「誰ひとり取り残さない持続可能な社会作りへの触媒に。」 

 

○このビジョンを実現するため、ＪＡＮＰＩＡでは、民間公益活動促進業務を実施するに際

し、７項目のバリュー（価値基準と行動原則）を設定し、このバリューに従い、10 項目

のミッション（使命）を果たしていく。 

 

○本事業計画は、法、休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針（平成 30 年３

月 30 日内閣総理大臣決定。以下「基本方針」という。）及び 2026 年度休眠預金等交付金

活用推進基本計画（令和８年３月 30 日内閣総理大臣決定。以下「基本計画」という。）に

則し、策定するものである。ＪＡＮＰＩＡの 2026 年度の事業は、民間公益活動促進業務

規程（以下「業務規程」という。）及び本事業計画に基づき実施する。 

 

○2026 年度は休眠預金等活用制度（以下「本制度」という。）の下で、過年度に採択された

資金分配団体、活動支援団体、実行団体及び支援対象団体をはじめ、休眠預金等活用事業

に関わる多くの関係者との協働によるソーシャルセクターの発展等に資する施策を実施

する。ＪＡＮＰＩＡは、本制度の下で社会の諸課題の解決に結びつく具体的事例の創出に

優先して取り組むこととし、下記に掲げる事業を展開する。 

 

○あわせて「休眠預金等活用法に基づく指定活用団体の指定について」（平成 31 年１月 11

日内閣府）において指定の条件として付された事項に関して適確に対応する。 
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Ⅱ 事業計画 

１．2026 年度助成事業「資金分配団体に対する助成（通常枠）、活動支援団体に対する助成」 

（１）助成の方針 

○2026 年度助成事業においては、基本方針に沿って、資金分配団体及び活動支援団体に

対する助成を行うものとする。 

○2026 年度に採択する資金分配団体（通常枠）及び活動支援団体に対する助成事業の助

成期間における助成限度額は 65 億円とする。 

 

① 資金分配団体に対する助成（通常枠） 

○資金分配団体や実行団体が行う貸付けや出資は対象としない。 

○ＪＡＮＰＩＡは、資金分配団体を公募により選定する。資金分配団体に対する助成 

額や助成期間等は、資金分配申請団体が提出する包括的な支援プログラム（以下「包

括的支援プログラム」という。）の内容を踏まえ、ＪＡＮＰＩＡが決定する。 

○公募要領を必要に応じて改定することとし、休眠預金等活用事業への参画に向けての

心構えや申請要件の確認点、申請事業プログラムの設計に当たっての留意点などを分

かりやすく解説し、申請者における深い理解に資する内容とする。 

○資金分配団体や実行団体への公募申請に当たっては、新規参入を促すため、採択に至

らなかった団体へのアウトリーチによる個別相談等の実施、既存資金分配団体や専門

家によるメンタリングを事前相談等において実施するなど、公募に応じやすい環境整

備や申請団体に対する助言等を行う。 

○休眠預金等活用事業での資金分配団体としての実績や事務運営能力を有する団体等

とのコンソーシアムでの公募申請を必要に応じ推奨するとともに、企業財団やＮＰＯ

中間支援組織とのコンソーシアム組成をコーディネートすること等を通じ、事業参入

の機会を創出する。 

○将来の担い手のすそ野を広げていくため、地方公共団体との共催による全国各地での

公募説明会の開催、動画等による先行事例の紹介や個別相談会の開催等の実効性のあ

る取組を行うことにより、資金分配団体及び実行団体としてのスタートアップを支援

する。また、物価高騰や少子化の急速な進行等の影響により顕在化した社会の諸課題

への対応も含め休眠預金等活用事業が対象とする社会課題分野において、様々な取組

を行う団体等による事業への支援を主眼とし、具体的成果の創出とそれら事例の波及

効果などによる更なる活動のすそ野の広がりを目指していく。（３）に掲げる５つの

事業に対し助成を行うに際しては、こうした考えに基づき資金配分を行い、制度全体

の実効性を確保する。なお、基本方針に沿って、期待された社会的成果が達成できな

い可能性も想定し、適切なリスク管理を行う。 

○通常枠の実行団体における、自然災害やその他社会環境の変化を理由とした事業延長

については、①事業進捗が遅れた具体的な理由及びその回復に向けた取組状況、②中

間評価及び事後評価における、事業目標の達成状況（アウトプット、短期アウトカム）

と延長した場合の達成見込み、③事業延長を可とする資金分配団体としての判断根拠、

④新たな社会的インパクトの創出の見込み、⑤自立化に向けた具体的な見通しを踏ま

えて、総合的に判断した上で特例的に認める。なお、事業延長については、当初決定
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された助成総額の範囲内での事業計画及び資金計画書の変更によるものとし、追加的

な助成は行わない。 

○本年度新たに採択をする資金分配団体への助成事業は通常枠においては複数年度を

基本とし、助成の期間は実行団体による民間公益活動の期間（最長３年間）を踏まえ

て決定し、最長で 2029 年度末までとする。助成は年度ごとに行う。資金分配団体に

は、６か月ごとに進捗状況の報告を求める。 

○2026 年度の資金分配団体及び実行団体の選定に際しては、事業の特性に応じ、休眠預

金等に係る資金に依存した団体を生まないための仕組みとして自己資金の確保を図

ることとする。 

資金分配団体については、選定に当たって、資金分配申請団体の資金基盤（寄附等に

よる自己資金比率、他の資金調達状況等）だけでなく、事業基盤（休眠預金等以外を

含めた事業規模、助成事業の経験等）や組織基盤（職員数、ガバナンス・コンプライ

アンス体制の整備状況等）、実行団体への支援方針（実行団体の資金調達能力向上の

ための支援の状況等）などの事項を総合的に評価することにより、事業実施能力を判

断することとする。また、実行団体については、助成対象事業の必要額（事業費）に

対する助成額の割合（以下「補助率」という。）を設定することとし、実行団体は事業

費の 20％以上は、自己資金又は民間からの資金を確保することを原則とする。ただし、

財務状況や緊急性のある場合などで、希望する団体には、特例的にその理由の明示を

求め、自己負担分を減ずることとする。また、複数年度の事業においては、助成終了

後の事業継続を見据えて事業の最終年度には補助率を原則に戻すこととする。 

ＪＡＮＰＩＡは、過年度採択の事業における資金計画の進捗状況についてフォローア

ップを行う中で、自己資金の確保の在り方についても検討を行う。 

○ＪＡＮＰＩＡ及び資金分配団体が行う非資金的支援（伴走支援）は、それぞれ資金分

配団体や実行団体の創意と工夫が引き出されるよう、相互の対等なパートナーシップ

に基づき実施されるものとする。また、必要に応じて外部の団体や専門家とも連携し

た非資金的支援を行う。 

○各資金分配団体及び実行団体は、助成額の一部を管理的経費（業務規程第 15 条に規

定する管理的経費をいう。以下同じ。）に充てることができる。 

○当該管理的経費は、役職員の人件費等や管理部門などの管理経費、事務所の家賃等に

要する経費で当該業務に要する経費として特定することが難しいものの、一定の負担

が生じている経費、また活動を実施するための調査費等を考慮し、助成額の最大 15％

（下記（３）１）⑤基盤強化支援事業の対象経費は除く。）までとする。この場合にお

いて人件費を対象とする場合は、その旨と人件費水準等を特記して公表することを資

金提供契約に定めることとする。 

○資金分配団体による実行団体への資金の助成の実施は翌６か月を対象に行い、６か月

ごとの進捗状況の報告に基づき実施することを原則とする。 

○資金分配団体及び実行団体に対する助成に関して、複数年度にわたる事業の場合には、

資金分配申請団体及び実行団体に申請する団体は申請時点において中期的な事業計

画書及び資金計画書を提出する。この場合においても、助成金の支払いは年度ごとに

確定し、精算するものとする（2026 年度については、ＪＡＮＰＩＡから資金分配団体



4 
 

に対し初年度分と翌事業年度分を合わせて支払い、翌事業年度に確定し、精算する。）。

年度ごとの助成にかかる精算の方法については、精算の手引きで定める。 

○不動産を活用する事業については、土地の購入は、助成の対象外とし、賃貸のみを対

象経費とする。また、建物については、賃貸を原則とする。ただし、事業目的の達成

のために必要不可欠であり、他に代替手段がない場合に限り、特例として購入を認め

られるものとする。その際、 

・ＪＡＮＰＩＡで不動産鑑定士等による評価を行い、当該評価額の 80％を上限に助成

を行う。 

・また、資金提供契約書に定める財産処分※の制限期間については、法人税法に定め

る減価償却資産の耐用年数とし、この間に事業を終了する場合には、財産価値相当

分の返還を求める。 

  ※休眠預金等活用事業の実施以外の目的で、使用、譲渡、交換、貸付け、担保設定

その他の処分を行うこと。 

○多様な法人形態の事業者からの資金分配団体への参入を支援するための取組の一つ

として、資金提供契約書を一部カスタマイズするなどの対応を行う。 

○ＪＡＮＰＩＡは、資金分配団体及び実行団体に選定されなかったことによる資金分

配申請団体及び実行団体に申請する団体の一切の損害に対して、責任を負わない。 

 

② 活動支援団体に対する助成 

○ＪＡＮＰＩＡは、活動支援団体を公募により選定する。活動支援団体に対する助成額

や助成期間等は、活動支援申請団体が提出する非資金的支援の対象や方法等をまとめ

た支援プログラム（以下「活動支援プログラム」という。）の内容を踏まえ、ＪＡＮＰ

ＩＡが決定する。 

○公募要領については、休眠預金等活用事業への参画に向けての心構えや申請要件の確

認点、申請事業プログラムの設計に当たっての留意点などを分かりやすく解説すると

ともに、過年度採択の活動支援団体の支援領域・地域を踏まえ、総合的かつ俯瞰的に

活動支援団体に求められる事業プログラム等について示すなど申請者における深い

理解に資する内容とする。 

○活動支援団体への公募申請に当たっては、申請団体となり得る団体へのアウトリーチ

による個別相談等の実施、既存資金分配団体や専門家によるメンタリングを事前相談

等において実施するなど、公募に応じやすい環境整備や申請団体に対する助言等を行

う。 

○これまでの実績や事務運営能力を有する他団体等とのコンソーシアムでの公募申請

も必要に応じ推奨するとともに、企業財団やＮＰＯ中間支援組織とのコンソーシアム

組成をコーディネートすること等を通じ、事業参入の機会を創出する。 

○地域での資金支援の担い手（資金分配団体）の育成を主たる支援事業とする活動支援

団体の更なる創出を目指し、既存の活動支援団体との協働・連携を図るとともに、地

方公共団体との共催による全国各地での公募説明会の開催を行う。 

〇個別相談会の開催等の実効性のある取組を行うことにより、活動支援団体としての本

制度への参画を促す。なお、基本方針に沿って、期待された社会的成果が達成できな
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い可能性も想定し、適切なリスク管理を行う。 

〇 活動支援団体同士及びＪＡＮＰＩＡとの間で情報共有や支援手法等の検討を行う

「発展的な学びあいの場（意見交換会）」を継続し、年４回程度実施する。 

〇活動支援団体が持つ専門性や支援ノウハウ、活動支援を通じて得られた知見等がより

多くの社会課題解決の実践の場で活用されるよう、既存の資金分配団体や実行団体を

含む休眠預金事業全体との接点を拡げる。 

○ＪＡＮＰＩＡは、支援対象団体となり得る団体等の育成を図る観点から、既存の中間

支援組織等との連携を図るとともに、活動支援団体に対して当該中間支援組織等の活

動に関する情報提供などを行う。 

○本年度新たに採択をする活動支援団体への助成期間は、支援期間（最長３年間）を踏

まえて決定し、最長で 2029 年度末までとする。助成は年度ごとに行う。活動支援団

体には、６か月ごとに進捗状況の報告を求める。 

〇2026 年度の活動支援団体の選定に際しては、事業の特性に応じ、休眠預金等に係る資

金に依存した団体を生まないための仕組みとして自己資金の確保を図ることを原則

とする。活動支援団体の選定に当たって申請団体の資金基盤（寄附等による自己資金

比率、他の資金調達状況等）だけでなく、事業基盤（休眠預金等以外を含めた事業規

模、非資金的支援の経験等）や組織基盤（職員数、ガバナンス・コンプライアンス体

制の整備状況等）などの事項を総合的に評価することにより、事業実施能力を判断す

ることとする。 

○活動支援団体は、助成額の一部を管理的経費（業務規程第 15 条に規定する管理的経

費をいう。以下同じ。）に充てることができる。 

〇当該管理的経費は、役職員の人件費等や管理部門などの管理経費、事務所の家賃等に

要する経費で当該業務に要する経費として特定することが難しいものの、一定の負担

が生じている経費、また活動を実施するための調査費等を考慮し、助成額の最大 15％

までとする。この場合において人件費を対象とする場合は、その旨と人件費水準等を

特記して公表することを資金提供契約に定めることとする。 

○活動支援団体に対する助成に関して、複数年度にわたる事業の場合には、活動支援申

請団体は申請時点において中期的な事業計画書及び資金計画書を提出する。この場合

においても、助成金の支払いは年度ごとに確定し、精算するものとする。年度ごとの

助成に係る精算の方法については、精算の手引きで定める。 

○多様な法人形態の事業者からの活動支援団体への参入を支援するための取組の一つ

として、資金提供契約書を一部カスタマイズするなどの対応を行う。 

○ＪＡＮＰＩＡは、活動支援団体に選定されなかったことによる活動支援申請団体及び

支援対象団体に申請する団体等の一切の損害に対して、責任を負わない。 

 

（２）優先的に解決すべき社会の諸課題 

○2026 年度においても、引き続き以下の課題に優先的に取り組むこととする。 

① 子ども及び若者の支援に係る活動 

・経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援 

・日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援 
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・社会課題の解決を担う若者の能力開発支援 

② 日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動 

・働くことが困難な人への支援 

・孤独・孤立や社会的差別の解消に向けた支援 

・女性の経済的自立への支援 

③ 地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の

支援に係る活動 

・地域の働く場づくりや地域活性化などの課題解決に向けた取組の支援 

・安心・安全に暮らせるコミュニティづくりへの支援 

○資金分配団体への助成採択の際には、以上の課題に該当するものへの対応を目指す案

件を優先するが、上記①～③の中で掲げた課題以外にも、社会課題の解決において多

大な影響や効果のあるものを排除するものではない。また、上記の複数の課題を解決

する事業もあり得る。なお、（３）１）①～④に掲げる助成事業間において、助成金の

配分を硬直的にせず、資金分配団体の申請の状況に応じ事業間で流用できることとす

る。 

○ＪＡＮＰＩＡは、本制度の運用を進めるとともに資金分配団体、活動支援団体、実行

団体及び支援対象団体を含む現場の意見やニーズ、進捗状況を収集し、それらを踏ま

え、必要に応じ優先的に解決すべき社会の諸課題の在り方を検討し、また、成果目標

及び中間目標の在り方を検討する。 

○子どもの貧困、女性の経済的自立、孤独・孤立などの社会課題の構造化分析を進め、

その結果を公募説明会やシンポジウム等の機会を活用して周知、案件形成を促進する。 

○資金分配団体への助成については、活動が国内にとどまらず国外にも及ぶ事業につい

ても、上記①～③に該当する場合には、本助成事業の対象とする。ただし、国外で活

動がなされる場合であっても、外交政策との整合性、団体の安全性の確保や実効的な

監督・評価が可能か否か等の見地から、申請事業ごとに判断を行う。 

○過年度採択事業で一定のインパクト創出が認められる事業は、より大きなインパクト

創出を目指し、例えば事業モデルの横展開や新たな手法による事業実施を支援するな

ど、成長期・成熟期にある団体の活動への支援の実現に取り組んでいく。 

 

（３）助成事業 

   基本方針「第３ １．（１）②資金分配団体及び活動支援団体に対する助成等」におい

て、「社会的成果の最大化を目指した最適なポートフォリオ（配分の組合せ）をあらかじ

め設定した上で、資金分配団体及び活動支援団体に対し資金支援を行うこと」とされて

いること等を踏まえ、資金分配団体に対する助成事業として以下の１）①～⑤の事業、

及び活動支援団体に対する助成事業として２）の事業を設定するとともに、それぞれに

目安とする最大助成額を設ける。 

   ただし、社会的成果の最大化により資すると考えられる場合には、上記目安にとらわ

れることなく、現場のニーズを踏まえ、弾力的な運用を行う。 
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１）資金分配団体に対する助成事業（通常枠） 

○2026 年度においては、以下の①～⑤の事業に割り当てる助成額の合計は申請状況に

応じて助成限度額 65 億円の範囲で決定をするものとし、総額で 60 億円を目安とす

る。 
 

①  草の根活動支援事業 

本事業は、全国各地で地域に根差して従来から事業を展開しているＮＰＯや各種

団体を念頭に、本制度を活用し、更なる活動の拡大及び成果の向上を図り、当該活

動の持続可能性の向上につなげていくことを目指すものである。地域や分野等ごと

の多様性に応じて本制度が活用されるよう、2026 年度においても、本事業の下、全

国枠と全国を 10 の地域（北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九

州、沖縄）に分けた地域枠を設け資金分配団体として選定する。地域枠においては、

地域全体を対象とする事業以外に、地域内の特定のエリアや、一つ又は複数の都道

府県を対象とする事業も対象とする。本事業に割り当てる助成額の合計は申請状況

に応じて助成限度額 60 億円の範囲で決定をするものとし、１資金分配団体への最大

助成額の目安は１億円、一つの資金分配団体から実行団体への最大助成額の目安は

１団体当たり２千万円（最長で３年間分）とする。 

 

② ソーシャルビジネス形成支援事業 

本事業は、革新的事業による社会の諸課題解決への取組を促進するため、新たな

ビジネスモデルの創出と推進を目指すものである。2026 年度においては、本事業に

割り当てる助成額の合計は申請状況に応じて助成限度額 60 億円の範囲で決定をす

るものとし、１資金分配団体への最大助成額の目安は２億円、一つの資金分配団体

から実行団体への最大助成額の目安は１団体当たり６千万円（最長で３年間分）と

する。 

 

③ イノベーション企画支援事業 

本事業は、チャレンジングで革新的な企画・手法による社会の諸課題解決への取組

を促進するため、企業等の他セクターと連携した手法などを用いた新規企画の創出

（インキュベーション）と実行の加速（アクセラレーション）を目指すものである。

2026 年度においては、本事業に割り当てる助成額の合計は申請状況に応じて助成限

度額 60 億円の範囲で決定をするものとし、１資金分配団体への最大助成額の目安は

２億円、一つの資金分配団体から実行団体への最大助成額の目安は１団体当たり６

千万円（最長で３年間分）とする。 

 

④ 災害支援事業 

本事業は、平時の防災・減災の活動と大規模災害後の活動（緊急災害支援や災害復

旧・生活再建支援等）を組み合わせた事業を実施することにより、連続性のある支援

を実現し、大規模な自然災害等により顕在化される社会の諸課題の解決に向けた取

組を推進することを目指すものである。 
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2026 年度においては、本事業に割り当てる助成額の合計は申請状況に応じて助成

限度額 60 億円の範囲で決定をするものとし、１資金分配団体への最大助成額の目安

は２億円、一つの資金分配団体から実行団体への最大助成額の目安は１団体当たり

４千万円（最長で３年間分）とする。  

本事業では、「防災・減災支援に向けたＮＰＯ等の各種団体の活動の推進」、「緊急 

災害支援に向けたＮＰＯ等の各種団体の活動の推進」、「災害復旧・生活再建支援に 

向けたＮＰＯ等の各種団体の活動の推進」の３カテゴリーを自由に組み合わせた申

請を受け、選定を行う。 

なお、「緊急災害支援に向けたＮＰＯ等の各種団体の活動の推進」等については、

他事業の選定時と同時に選定を行うが、助成金は災害支援積立資産としてＪＡＮＰ

ＩＡにおいて管理し、災害発生時に助成するものとする。 

 

⑤ 基盤強化支援事業 

社会の諸課題の解決に結びつく具体的な事例を創出し、資金分配団体による伴走

支援の担い手となるプログラム・オフィサー育成など、ソーシャルセクターの発展

を支援するための人的な基盤整備に優先的に取り組み、実行団体の活動の底上げと

自立化を促進する。また、2025 年度において実施した資金分配団体に所属するプロ

グラム・オフィサーに対するアンケート調査の結果等も活用しながら、休眠預金等

活用事業に従事する関係者全体の事業実施に関するノウハウや知見を高め、それが

共有されていくという好循環の構築を推進する。個々の資金分配団体等の状況によ

り支援内容を決定するとともに、実施に当たっては外部の団体・専門家との連携に

留意する。なお、当該事業に必要となる助成額の合計は、以下ｉ.について助成期間

中に必要となる費用として、上記①～④の申請事業の内容等を踏まえて助成期間に

おける助成限度額 60 億円の範囲で決定をするものとする。 

ⅰ．資金分配団体に対する助成金交付による支援 

・資金分配団体の非資金的支援に係る実行能力の強化支援のための助成 

ａ．経営支援、研修等の伴走支援、進捗管理、評価、連携支援等の業務を行う専

門家（プログラム・オフィサー）の確保育成とその活動に係る費用を助成する。

助成対象は、募集・採用に必要な費用、研修受講費用、人件費、伴走支援に係

る費用（出張費用、研修実施費用等の活動費）等とする。各資金分配団体への

助成額は、ＪＡＮＰＩＡが別に定める適用基準に沿って個々に決定することと

し、１団体当たり年間 800 万円を上限とし、そのうち人件費については１団体

当たり年間 500 万円を上限とする。 

ｂ．助成に当たっては、助成対象とするプログラム・オフィサーが、ＪＡＮＰＩ

Ａが指定又は開催する所定の研修（海外を含む）等を受講することを義務づけ

る。 

ｃ．資金分配団体による実行団体への伴走支援が困難な場合は、第三者の活用等

の選択肢も検討する。 

・社会的インパクト評価等に係る調査関連経費の支援のための助成 

資金分配団体及び実行団体にそれぞれ助成額の５％程度を支援する。 
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ⅱ．ＪＡＮＰＩＡが主体となり実施する基盤強化支援 

・資金分配団体・実行団体の基盤強化のために行う支援 

ａ．対等なパートナーシップによる企画の補強から進捗管理、監督、評価までの

支援 

ｂ．資金分配団体のプログラム・オフィサー向けの研修や勉強会（ファンドレイ

ジング、ガバナンス・コンプライアンス等）の充実により、プログラム・オフ

ィサー相互間の学び合いや経験を共有するための支援 

ｃ．企業等に勤務する各領域の専門家によるプロボノ活動・ボランティアの活用

による経営、広報、マーケティング、ＩＣＴ活用等についての支援 

ｄ．資金分配団体の取組を共有する会議を開催する支援 

・教育・研修事業の順次実施（評価、プログラム・オフィサー育成研修等） 

ＪＡＮＰＩＡ主催の研修プログラム等の実施及びフォローアップによりプログラ

ム・オフィサー育成基盤を整備する。 

 

２）活動支援団体に対する助成事業 

○2026 年度においては、本事業に割り当てる助成額の合計は申請状況に応じて助成限

度額 65 億円の範囲で決定をするものとし、総額で５億円を目安とする。 
○助成期間は支援内容に応じて１～３年間とする。 
○本事業は、以下の支援対象の区分と支援内容の分野①～④で類型化し、設定する。 
 
（支援対象） 
支援対象は、原則、下記のいずれかを選択する。 
ⅰ．資金支援の担い手（既存の資金分配団体を含む） 
ⅱ．民間公益活動を実施する担い手（既存の実行団体を含む） 

 
（支援内容） 
支援内容は、下記の①～④から複数分野を組み合わせて公募できるものとする（一

分野のみも可能）。 
①事業実施（案件形成、ネットワーク形成、プロジェクト支援等） 
②組織運営（ガバナンス・コンプライアンス、資金管理等） 
③広報・ファンドレイジング 
④社会的インパクト評価（評価支援、ロジックモデル作成等） 
 

○地域における社会課題解決の取組を後押しするために、資金分配団体及び実行団体

の担い手の育成を目指し、エリアを限定した事業プログラムも応募を受け付ける。 
○活動支援団体はその支援活動による効果検証を目的として別途定める「活動支援団

体に関する評価のガイドライン」を参考に自己評価を行うものとし、評価関連経費

として直接事業費と管理的経費の合計に対し３％程度を支援する。 
○活動支援団体において非資金的支援を提供する担当者の人件費は直接事業費に含ま

れる。 
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（４）公募スケジュール及び選定プロセス 

１）資金分配団体の公募 

○通常枠における資金分配団体の公募は、年度中に原則２回実施するものとし、災害支

援事業においては大規模災害の発災時に臨時的に資金分配団体の公募を実施するな

ど社会情勢、支援ニーズに機動的かつ柔軟に対応する。 

○資金分配申請団体は、（３）１）①～④の助成事業のうち同一事業区分の中では１事

業まで、異なる事業区分間では合計２事業まで申請することができることとする。 

○公募要領において、資金分配申請団体が提出すべき書類、包括的支援プログラムに盛

り込むべき具体的内容や様式を示すとともに、ＪＡＮＰＩＡと資金分配団体の間で締

結する資金提供契約書に盛り込む主な事項等を明示する。 

〇資金分配申請団体の事業プログラム検討の一助となるよう、公募要領や公募説明会に

おいて、優先的に解決すべき事業領域などについて複数事例を参考情報として提示す

る。 

この際、実行団体における支援活動のニーズ、社会を取り巻く外部環境などを考慮し

設定する。 

※ＪＡＮＰＩＡが実施する、特定課題領域の構造分析などの調査業務の成果も活用 

〇新規団体の申請の促進や申請内容の更なる質的な向上に資するプログラムとして、

「申請サポートプログラム（仮称）」（社会課題の分析、事業設計精緻化等に資するワ

ークショップ、事前エントリー等）を導入する。 

○資金分配申請団体より提出された申請書類等を公表することに関して、あらかじめ公

募要領で明らかにした上、同意を取り付ける。 

○資金分配団体の選定は、（５）に記述する審査の着眼点に即して、ＪＡＮＰＩＡの定

款第 53 条第１項に規定する事務局（以下「事務局」という。）による申請書類等の必

要な確認等を経て、専門的知見を有する第三者からなる審査会議の審査により行う。

第１回目の公募については、審査会議の審査の後、理事会で 2026 年９月頃を目途に

資金分配団体を決定する。 

○決定後、速やかに資金分配申請団体が提出した申請書類、審査会議の議事録等の選定

過程及び選定結果、選定（不選定）理由及び改善すべき点並びに選定された資金分配

団体に対する助成期間を通じた助成総額・各年度の助成見込み額及びその根拠につい

て公表し、公募の手続きの透明性を確保する。ただし、資金分配申請団体の権利その

他正当な利益を損なわないように留意する。 

○資金分配団体の選定プロセスにおける利益相反の防止については「（７）審査の手続」

に基づき厳正に行う。 

 

２）活動支援団体の公募 

○2026 年度における活動支援団体の公募は、2026 年７月頃を目途に公募要領を公表し、

申請の受付を開始することとする。 

○活動支援申請団体が申請可能な事業は１事業とする。 

○公募要領において、活動支援申請団体が提出すべき書類、活動支援プログラムに盛り

込むべき具体的内容や様式を示すとともに、ＪＡＮＰＩＡと活動支援団体の間で締結
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する資金提供契約書に盛り込む主な事項等を明示する。 

○活動支援申請団体より提出された申請書類等を公表することに関して、あらかじめ公

募要領で明らかにした上、同意を取り付ける。 

○活動支援団体の選定は、（５）に記述する審査の着眼点に即して、事務局による申請

書類等の必要な確認等を経て、中間支援等の事業領域等の専門的知見を有する第三者

からなる審査会議の審査後、理事会で 11 月下旬を目途に活動支援団体を決定する。 

○決定後、速やかに活動支援申請団体が提出した申請書類、審査会議の議事録等の選定

過程及び選定結果、選定（不選定）理由及び改善すべき点並びに選定された活動支援

団体に対する助成期間を通じた助成総額・各年度の助成見込み額及びその根拠につい

て公表し、公募の手続の透明性を確保する。ただし、活動支援申請団体の権利その他

正当な利益を損なわないように留意する。 

○活動支援団体の選定プロセスにおける利益相反の防止については「（７）審査の手続」

に基づき厳正に行う。 

 

（５）審査の着眼点 

○事務局による申請書類等の必要な確認等及び専門的知見を有する第三者からなる審

査会議における審査は、以下の着眼点に即して行う。選定基準及び評価の観点は、事

前に公表することとする。 

１）資金分配団体は包括的支援プログラム、活動支援団体は活動支援プログラムに示す事

業を公正かつ適確に遂行できるガバナンス・コンプライアンス体制等を備えていること。 

２）ガバナンス・コンプライアンス体制等については、以下の３点から確認すること。 

① ガバナンス・コンプライアンス体制等に関する以下の諸規程が備えられていること。 

ⅰ．コンプライアンス施策の検討等を行う組織（外部の有識者等も参加するもの。）

及びその下に実施等を担う部署が設置されていること。 

ⅱ．意思決定機関の運営規則や倫理規程、役員の報酬規程、情報公開規程等、組織の

運営を公正に行うための必要な規程が備えられていること。 

ⅲ．不正行為や利益相反防止のための諸規程が備えられていること。特に不正発生

時には、原因究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施し、

その内容を公表する旨定められていること。 

ⅳ．「公益通報者保護法第 11 条第１項及び第２項の規定に基づき事業者がとるべき

措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針（令和３年内

閣府告示第 118 号）」を踏まえ、内部通報制度を整備し、運用していること。 

ⅴ．公正かつ適確に業務を遂行するために必要なトップマネジメント体制を備えて

いること。 

② ＪＡＮＰＩＡから助成により提供を受けた資金の使途についてはその助成に係る資

金提供契約で認められたものに限定し、区分経理を行うとともに帳簿を備え付ける

こととしていること。 

③ 適正かつ効率的に予算を執行すること。 

３）資金分配団体による実行団体の選定の際、当該団体の民間公益活動の実施に関する計

画において、達成すべき成果、資金分配団体による支援の出口及び支援の期間、各事業
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年度における事業内容と必要な費用額等が明示されていることを確認することとして

いること。 

また、活動支援団体による支援対象団体の選定の際、支援対象活動計画において、解

決しようとする社会課題、組織や活動上の課題、要請する非資金的支援の内容、支援

の出口、支援期間等が明示されていることを確認することとしていること。 
４）資金調達の手法、期間、出口等について、合理的な事業計画等が策定されていること。 

５）休眠預金等に係る資金に依存した団体を生まないための仕組みが組み込まれているこ

と。 

６）資金分配団体が実行団体に対し、事業実施に係る経営支援等の非資金的支援を、必要

に応じ対等なパートナーシップによる伴走型で提供することとしていること。 

７）包括的支援プログラム又は活動支援プログラムを必要に応じ外部の団体等と連携しな

がら適確に実施するに足る能力を有していること。 

８）団体としてのガバナンス・コンプライアンスの体制面で、特定の企業・団体等から独

立した組織であること。 

９）独立行政法人及び国立大学法人は、本制度の趣旨を踏まえて、選定の対象としないこ

と。 

 

（６）選定配慮事項と優先選定 

○選定に際しては、国又は地方公共団体から補助金又は貸付金を受けておらず、かつ受

ける予定のない事業の中から、助成対象事業を選定する。 

○他の助成財団から助成等を受けている団体が、同一事業について、資金分配団体、活

動支援団体又は実行団体として助成を受けることは可能とする。 

○行政・ＮＰＯ・ボランティアとの連携・協働が進展している地域や事業領域において

は、休眠預金等活用事業が行政施策の後退を許容するものではないことを前提としつ

つ、行政施策に拡充の余地がある場合や、よりきめ細かな支援が求められる場合等に

は、①行政施策との関係の整理、②休眠預金等により事業を実施する意義、③事業終

了後の行政施策化や行政補助金の活用の見通し等が図られているか、などの観点に即

して、個別に判断して事業を選定する。 

○活動支援団体が資金分配団体を兼ねる場合や、活動支援団体が資金分配団体、当該資

金分配団体による実行団体の公募に申請しようとする支援対象団体の双方を支援し

ている場合等においては、資金の適切な区分管理や公募の公平性が確保される措置を

講ずる。 

○既存の助成財団等が資金分配団体又は活動支援団体となるべく申請した場合、活動支

援団体に対する助成金が実質的に他の事業の財源に活用されると想定されるなど、当

該財団等への単なる財政支援に相当する場合は選定しない。また、営利法人による申

請であって、当該法人の営業に利するために行う事業であると認められる場合は、選

定しない。 

○ＪＡＮＰＩＡは、資金分配申請団体及び活動支援申請団体からの申請を広く求め、資

金分配団体及び活動支援団体の選定に当たっては、社会的成果の最大化を目指すもの

とする。これまでに採択された事業で得られた成果や手法を深化させるとともに、地
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域的な展開を図るため、社会の諸課題やそれを解決するための手法の多様性の確保や

団体の多様性にも留意しつつ、以下の事項に配慮して選定を行う。 

１）資金分配団体又は活動支援団体から過年度に採択された事業と同一の事業が申請され

た場合については、そのことを審査要件の一つにとどめ、事業の革新性や持続可能性、

事業実施による波及効果等の観点など、他の要件とともに総合的に評価する。 

２）大都市その他特定の地域、団体、分野に偏らないように配慮した上で、特に以下の団

体を優先して選定する。 

①民間公益活動に係る情報を積極的に収集し、助成の対象となり得る民間公益活動の案

件を発掘・形成するための調査研究を行うこととしている団体 

②収集した情報、調査研究の結果に基づき、寄付やボランティア等の市民参加、当事者

や住民の参加、民間企業の支援を想定した事前準備を行い、包括的支援プログラム又

は活動支援プログラムの提案内容に組み込んでいる団体 

③民間資金のマッチングなど、他のセクター、団体との共創・協働による新しい取組を

提案している団体 

 

（７）審査の手続 

〇事務局は、資金分配申請団体及び活動支援申請団体からの申請を受理次第、申請書類

等の必要な確認等を行う。 

〇審査会議は、事務局による申請書類等の必要な確認等を終えた案件について審査する。 

    ・審査会議は、民間公益活動に専門的な知見を有する第三者の中から理事会で選任

され、理事長の委嘱を受けた委員（以下「審査委員」という。）で構成する。 

    ・審査委員が役員に就いている団体による資金分配団体又は活動支援団体への公募

申請は行えないものとする。また、過去に審査委員が役員に就いていた期間があ

る場合、当該委員からの退任後６か月間は、当該団体による資金分配団体又は活

動支援団体への公募申請は行えないものとする。    

・資金分配申請団体及び活動支援申請団体の運営体制等も十分に考慮した審査を行

うために、審査委員に対して、資金分配申請団体名又は活動支援申請団体名を明示

の上、審査を行う。また、審査委員は必要に応じて資金分配申請団体又は活動支援

申請団体に対する面談・聴取を行う。 

    ・審査委員は、公募受付が終了した後、資金分配申請団体又は活動支援申請団体との

利害関係の有無について自己申告を行うとともに、資金分配申請団体又は活動支援

申請団体との間で利害関係がないことの誓約を行う。ＪＡＮＰＩＡは自己申告の内

容を確認し、団体との利害関係の存在が認められる又は疑われる場合には、当該団

体に係る審査会議の審査から除外する等、審査の公正を確保するための必要な措置

を実施する。 

    ・ＪＡＮＰＩＡは審査委員ごとに自己申告の内容と審査の公正性の確保のため審査

に加わらなかった案件について、審査終了後に公表する。 

○審査会議は審査内容を整理した上で理事会に報告することとし、資金分配団体又は活

動支援団体の選定は理事会で決定する。 
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２．2026 年度助成事業「緊急枠」 

 

（１）助成対象事業 

休眠預金等活用事業が対象とする社会の諸課題の領域（物価高騰や新型感染症の流行と

いった社会・経済情勢の急激な変化に対応すべき支援や、現行の行政施策では十分に対応

できていない社会課題等）への支援ニーズの中には、事業実施期間１年間以内で集中的に

即応的な支援を要するものがある。緊急枠では、こうした緊急性の高い社会課題に事業実

施期間１年で集中的・優先的に対処することを意図した包括的支援プログラムを提案しよ

うとする資金分配団体に対する助成を行う。緊急枠において助成の対象とする事業は、通

常枠同様、社会課題の解決を目指す実行団体が実施する事業であり、「優先的に解決すべ

き社会の諸課題」の解決につながる事業とする※。 

※申請団体が作成する事業計画において、解決すべき社会課題、課題解決のため実施す

る事業、事業実施により目指す成果が定められていることが必要。 

 

（２）公募の概要 

以下の内容により公募要領を策定し、資金分配団体を公募により選定する。その後、資

金分配団体は実行団体を公募により選定するものとする。   

① 助成期間（実行団体の事業実施期間）は、１年間を超えないものとする。 

② 2026 年度に採択する資金分配団体（緊急枠）に対する助成事業の助成期間における

助成限度額は 30 億円とする。 

③ 2026 年度の緊急枠における資金分配団体の公募は、通常枠（原則年２回公募）に合

わせて行うことを基本とし、緊急的な支援のニーズが高まるなど社会情勢に変化が

生じた場合には臨時的に公募を行うなど、機動的かつ柔軟に対応する。 

④ １資金分配団体当たりの助成額及び１実行団体当たりの助成額は、資金分配申請団

体が提出する事業計画・資金計画等の内容や事業実施体制並びに収支規模等を総合

的に勘案し決定する。 

⑤ 資金分配申請団体は、事業開始時期（実行団体選定後）に見込まれる支援のニーズ

を踏まえて事業プログラムを検討した上で応募する。 

⑥ 個人や事業者等に対する現金の給付及び現物給付のみを目的とするものや投融資を

内容とする事業プログラムは、助成対象としない。 

⑦ 不動産を活用する事業については、土地の購入は、助成の対象外とし、賃貸のみを

対象経費とする。また、建物については、賃貸を原則とする。ただし、事業目的の達

成のために必要不可欠であり、他に代替手段がない場合に限り、特例として認めら

れるものとする。その際、 

・ＪＡＮＰＩＡで不動産鑑定士等による評価を行い、当該評価額の 80％を上限に助成

を行う。 

ただし、激甚災害の指定による措置の適用地域において、災害復興支援として特に必

要と認められる場合であって、自己資金の調達が困難と認められるときには、当該評

価額の 80％に一定の加算を行うことを認めるものとする。 

※資金分配団体及び実行団体選定プロセスにて、申請事業において事業に必要な拠点
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整備などを目的として建物を取得する場合に、休眠預金等からの助成金活用以外の

他の代替手段の検討状況なども確認の上、自己負担割合の軽減措置について可否判

断を行う。 

・また、資金提供契約書に定める財産処分※の制限期間については、法人税法に定め

る減価償却資産の耐用年数とし、この間に事業を終了する場合には、財産価値相当

分の返還を求める。 

※休眠預金等活用事業の実施以外の目的で、使用、譲渡、交換、貸付け、担保設定そ

の他の処分を行うこと。 

⑧これまでの緊急枠で採択された事業と同一事業の申請については妨げないものの、こ

れまでの緊急枠で採択された事業の実施状況を確認し、通常枠で取り組むことでよ

り高い効果発現が期待される場合は、申請団体に対し通常枠への申請を助言する。 

⑨ 資金分配団体による実行団体への伴走支援の内容については、緊急支援であること 

や最長１年の事業実施期間とすることを踏まえ、以下の事項については必ず実施し、

その内容についてはＪＡＮＰＩＡと協議の上、資金提供契約書に明記することとす

る。 

・事前評価、事後評価の実施についての支援（中間評価は行わない） 

・月１回の実施状況の確認と事業実施に関する助言等 

・事業の実施状況・取組事例の共有に資する情報公開等 

⑩ 資金分配団体による実行団体への伴走支援に必要な経費はプログラム・オフィサー

活動経費として実行団体の事業実施が終了するまでの期間中、１団体当たり年間800

万円を上限とし、そのうち人件費については１団体当たり年間 500 万円を上限とす

る。 

⑪ 管理的経費は、資金分配団体においては通常枠と同様に助成額の15％を上限とする。

実行団体については、緊急性の高い社会課題に事業実施期間１年で集中的・優先的

に対処する事業であることに鑑み、助成額の 20％を上限とする。 

⑫ 実行団体において事業実施に必要とされている自己資金の確保（事業最終年度に事

業費の 20％以上）については、緊急支援であること、実行団体における事業実施期

間が１年であることからこれを必要としない。 

⑬ 団体としてのガバナンス・コンプライアンスの体制面で、特定の企業・団体等から

独立した組織であること。 

⑭ 独立行政法人及び国立大学法人は、本制度の趣旨を踏まえて、選定の対象としない

こと。 

 

（３）公募スケジュール及び選定プロセス 

○公募・選定等の実施については、通常枠と同様のプロセスとし、詳細は公募要領にて

示すものとする。なお、緊急枠では公募締切から選定まで１か月程度に短縮すること

とする。 

○資金分配団体の選定に当たっては、支援実施の緊急性に鑑み、①申請事業の妥当性、

②実行可能性、③ガバナンス・コンプライアンス体制の整備を視点とし、団体の社会

的信用や直近の財務状況等、助成事業の実績等も考慮し、選定後速やかに適切な事業
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実施が可能と判断される団体を採択するものとする。 

○申請事業の審査に当たっては、チャレンジングな内容を優先的に採択し、物価高騰や

少子化の急速な進行といった事態に対する課題解決により多くの事例創出を目指す。 

 

（４）資金分配団体・実行団体に求められる各種要件等の緩和について 

公募や事業実施全般に関する各種要件の取扱いについては、原則は 2026 年度の通常

枠に準ずるものとするが、本事業の緊急性や事業実施期間が短期であることを踏まえ、

以下のように対応する。 

① 申請時提出書類の準備負荷の軽減（以下、主なもの） 

・事業計画書、評価計画書等の書式は実行団体の事業実施期間１年の事業内容に見合

った入力項目数とするなど作業負荷を軽減 

・公募システムにエントリーする際に入力する情報等の項目数を削減 

・団体の規程類等の提出は、団体ＨＰ等、公開情報をＪＡＮＰＩＡが閲覧することで

確認可能な場合は申請団体からの提出は省略可とする。 

② 反社会的勢力の排除等の申請資格は通常枠と同様に求める。資金分配団体に求めら

れるガバナンス・コンプライアンス体制の整備状況等、審査過程で必要となる情報

の確認について、過年度採択の資金分配団体、社会的信用や直近の財務状況等、助

成事業の実績等が客観的に評価可能な団体については、体制整備状況に関する個別

ヒアリングを行わないなど、申請団体の負荷軽減に留意する。 

③ 事業成果の評価については、事後報告で事業の実施状況（アウトプット）をもって

これに代えることができることとする。 

 

（５）資金提供契約書の締結と事業の実施 

資金分配団体決定後の各団体における事業開始までの必要な手続全般については通常

枠に即した手続とするが、本事業の性質を踏まえて以下について留意するものとし、公募

要領及び資金提供契約書にて取扱いを明記する。 

① 資金分配団体とＪＡＮＰＩＡの間で締結する資金提供契約書において、本事業固有

の条件につき明記する。 

② 既に資金分配団体として採択された団体が、新たに緊急枠の資金分配団体に採択さ

れた場合、事業ごとに資金の分別管理等を行うとともに、区分経理を行う。 

③ 資金分配団体は、実行団体の選定に当たっては、実行団体の多様性にも十分配慮す

るとともに、採択の結果が特定の団体等に偏らないよう留意する。 

④ 資金分配団体は、事業終了後、事業の実施状況、事業が目指した成果の達成状況に

ついてＪＡＮＰＩＡに報告する。なお、ＪＡＮＰＩＡは資金分配団体に対し、必要

に応じ適宜報告を求めることがある。 

 

（６）情報公開 

本事業に関する情報公開については、原則として通常枠と同様に行う。 
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３．2026 年度出資事業 

（１）出資の方針 

基本方針を踏まえて、資金分配団体に対して出資を行うに当たっては、堅実な運用を基

本とし、以下の方針に基づき実施する。 

○出資を実施することにより、民間資金の呼び水効果を一層発揮させ、資金調達環境

の整備の促進を図るとともに、団体の自立促進等の資金面以外の強化を図るものと

し、出資によって生み出される利益や形成される資金調達環境を有効に活用し、社

会の諸課題の解決に向けた取組を一層強化することを目指す。 
○実行団体の事業の特性や成長段階に即した適切な資金提供のために、①ファンド出

資型（ＪＡＮＰＩＡが資金分配団体であるファンドに対して出資する方法）及び②

法人出資型（ＪＡＮＰＩＡが株式会社である資金分配団体に対して直接出資する方

法）を併置するものとする。 
○これまでの助成による社会課題の解決の取組における成果を踏まえて、ビジネスの手 

法を用いて社会課題解決に取り組もうとする事業者に向けた新たな資金調達の市場

形成に資する創意工夫を促す。 

○出資によってもたらされる社会的成果と収益性の実現の両立を目指すこととし、Ｊ

ＡＮＰＩＡの出資事業全体における投資倍率は１倍以上を目標とする。 
○期待された社会的成果が未達成となるリスクや出資による財務的なリスクを十分に

考慮し、適切な資金のリスク管理を行う。 
〇資金分配団体に対するモニタリング・窓口業務・契約締結業務の標準化に資する体

制強化に取り組む。 
〇「評価ガイドライン」（2025 年９月初版公表）の充実に取り組む。 

※本ガイドラインは資金分配団体が事業を継続的に改善し、組織として成長するた

めの参考指針となることを目指す。 
○資金分配申請団体が作成する包括的支援プログラムとして定められる事業計画や出

資方針（出資先の決定方針、ポートフォリオ戦略、出口戦略等）等の内容を踏まえ

て団体を選定する。 
○民間企業や民間金融機関等から幅広く共同出資を呼び込むために、劣後出資のほ

か、引き続き考えうる多様な方策を検討していく。劣後出資の対象事業について

は、扱う社会課題の特性などから民間共同出資者の獲得が困難な案件である等、事

業内容を踏まえて決定する。 
○資金分配団体による経営支援等の非資金的支援が事業の特性や成長段階に合わせて

適切に提供されることを確認する。 
○資金分配団体においてＩＰＯ（新規株式公開）などに限らず、実行団体が行う社会

の諸課題の解決を図る事業が持続的に継続・発展することを企図した多様なエグジ

ット方法が検討されていることを確認する。 
○ファンド出資型の利益等の取扱いについては、ＪＡＮＰＩＡ出資分はＪＡＮＰＩＡ

に分配し、出資分を超える利益については、市場におけるファンド運営者の成功報

酬等を考慮し適切に設定する。 
○ＪＡＮＰＩＡからの出資総額の目安は年 10 億円程度とし、採択の柔軟性を確保する

ために、2026 年度の出資総額の上限は 15 億円とする。なお、ＪＡＮＰＩＡは、公

募申請状況を踏まえ、ファンド出資型・法人出資型それぞれに資金を配分する。 
○助成事業において資金分配団体として選定されている団体が出資事業の資金分配団

体の運営者やコンソーシアム構成団体となることは可能とする。ただし、助成事業
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と出資事業を兼ねる場合、適切な資金の区分管理や公募の公平性が確保される措置

が講じられていることを条件とする。 
○実行団体は、資金分配団体から出資と助成を重複して受けることはできない。 

 
（２）優先的に解決すべき社会の諸課題 

出資事業における資金分配団体及び実行団体が行う事業は、上記「１．2026 年度助成

事業（２）優先的に解決すべき社会の諸課題」に取り組むものとする。 
 
（３）出資事業 

出資事業ではファンド出資型、法人出資型合わせて年１～２団体程度の採択を予定し、

それぞれの詳細は以下のとおりとする。 

 

１）ファンド出資型 

○ファンドの形式は、投資事業有限責任組合（投資事業有限責任組合契約に関する法律

（平成 10 年法律第 90 号）に基づく組合）によるものとする。 

○ファンドの規模は、数億から 10 億円程度を目安とする。ただし、ＪＡＮＰＩＡ以外

の共同出資者の出資約束金額の状況によって、10 億円を超えるファンドの組成も可

能とする。 

○民間共同出資割合は 50％以上を目指す。 

○ＪＡＮＰＩＡは、ファンドの運営者を無限責任組合員として選定し、ＪＡＮＰＩＡは

有限責任組合員として出資する。 

○ファンドの存続期間は 10 年程度を目安とし、最長 15 年まで延長することができる。 

○ファンドが実行団体へ新規に出資できる期間は、存続期間の２分の１を原則とする。 

○出資手法は株式・新株予約権の取得とする。 

○ファンド運営者は出資約束金額の１％以上を出資するものとする。 

○ファンドの出資対象となる実行団体は、初期段階のスタートアップなど民間資金が十

分でない社会課題の解決を図る事業を行う団体を主たる対象とする。その他の詳細な

条件は、公募要領において明記する。 

○ファンド運営者に支払われる報酬は、以下のとおりとする。 

① 管理報酬 

ファンド運営者は、毎年、ファンド運営に対する報酬としてファンドの出資約束金

額の 3.5％を上限に管理報酬を受領することができるものとする。その他の詳細な

条件については、公募要領に明記するとともに、契約書において明示する。 

② 成功報酬等 

ファンド運営者は、すべての共同出資者に対して、その出資元本 100％に相当する

金額を分配した後に、出資元本を超過する部分（利益部分）がある場合には、当該

部分の一定割合（20％を目安）を成功報酬等として受領することができるものとす

る。その余の残金については、各組合員の出資割合に応じて分配する。他の詳細な

条件については、公募要領において明記するとともに、契約書において明示する。 

○公募の際、資金分配団体（ファンド）の申請者に対し、管理報酬の水準やハードル・

レート（成功報酬支払の基準となる最低限期待される収益率）の提示を求め、選定時

の審査項目の対象とする。 

○ファンド運営者は出資先となる実行団体を選定する投資委員会を設置する。投資委員

会は、出資事業に関する知識・経験を有する運営者の役員・パートナー等から構成し、



19 
 

加えて、社会課題解決に関する知見を有する専門家、学識経験者、実務家等の関与を

求めるものとする。 

○ＪＡＮＰＩＡは、投資委員会にオブザーバーとして参加する権利を有することを出資

の条件とし、委員会への参加を通じて、ファンド運営状況のモニタリングを行う。た

だし、ＪＡＮＰＩＡはあくまで有限責任組合員であるため、出資実行の意思決定に関

与するものではなく、また、投資委員会の意思決定を拘束するものではないことに十

分留意する。 

○ファンド運営者は、ファンドの運営状況、実行団体の事業の状況、その他の事項につ

いて、毎年度、ＪＡＮＰＩＡ及び民間共同出資者に対して報告する義務を負う。その

他重要な事実が発生した場合には、その都度、報告する義務を負う。報告義務の具体

的な内容については、公募要領において明記する。 

〇ファンドから出資者への利益配分は、原則として出資割合に応じて分配する。ただし、

ファンドが取り扱う社会課題の特性等を踏まえて、民間共同出資者の獲得が困難であ

ると認められる場合には、ＪＡＮＰＩＡへの分配については出資した資金の１倍（元

本 100％）までとし、それ以上の収益が生じた場合には、当該ファンドに資金を拠出

した民間共同出資者に分配するものとする（劣後出資）。なお、劣後出資の対象とな

る具体的な条件は、公募要領等において定める。 

○ファンドによる借入れ及び債務の保証は、一切禁止する。 

○ファンドによる利益相反を防止するための措置等を公募要領において明記する。 

○ＪＡＮＰＩＡは、必要がある場合には、自らの費用においてファンドの会計監査を実

施することができるものとする。 

 

 

２）法人出資型 

○法人出資型は、長期的な視野で地域の実行団体を育成する観点から伴走支援を重視し

た出資を行い、出資先実行団体の持続的な成長を重視した出資を目指す。 

○ＪＡＮＰＩＡの出資先となる資金分配団体は、原則、複数の企業等がコンソーシアム

を組んで設立した株式会社とする。 

○資金分配団体は、出資事業、経営支援等の事業その他の関連事業を行う団体とする。 

○株式会社（資金分配団体）は、自己資金及びＪＡＮＰＩＡからの出資金を原資として、

実行団体へ出資を行う。 

○出資手法は株式会社・新株予約権の取得とする。 

○ＪＡＮＰＩＡは、株式会社（資金分配団体）に対して株式出資し、10 年程度を目安に

売却するものとする。なお、対象とする社会課題の特性などを踏まえて、ＪＡＮＰＩ

Ａが資金分配団体の劣後株式を取得することも可能とする。 

○資金分配団体の存続期間の定めは設けず、ＪＡＮＰＩＡによる株式処分後も株式会社

を存続させて出資事業を継続することができる。 

○ＪＡＮＰＩＡが資金分配団体の取締役会及び投資委員会にオブザーバーとして参加

する権利を有することを条件とする。その他の出資条件については、公募要領に明記

するとともに、株主間契約において合意するものとする。 

○ＪＡＮＰＩＡが資金分配団体に対して出資する金額は、出資事業全体における公募申

請の状況を踏まえ、ＪＡＮＰＩＡの投資審査会で審査し、理事会において決定する。 

○株式会社（資金分配団体）の株主であるコンソーシアム構成団体とＪＡＮＰＩＡとの

間で、株式譲渡等に関する詳細について株主間契約を締結する。 
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○運営についてはファンド出資型と同様の取扱いとし、運営に必要となる経費（管理的

経費）及び社会的インパクト評価に要する経費（評価関連経費）については、出資額

の一定割合をこれに充てることができる。詳細については、公募要領に明記する。 

 

（４）公募スケジュール及び選定プロセス 

○2026 年７月～８月頃に公募要領を公表し、公募を開始する。 

○資金分配団体は、ファンド出資型及び法人出資型の公募に対して、一つのみに申請し、

それぞれに応募することはできない。 

○公募要領において、資金分配申請団体が提出すべき書類、包括的支援プログラムに盛

り込むべき具体的な内容や様式を示すとともに、ＪＡＮＰＩＡと資金分配団体との間

で締結する資金提供契約（ファンド出資型においては投資事業有限責任組合契約書、

法人出資型においては株式引受契約書、株主間契約書等）に盛り込む主な事項等を明

示する。 

○資金分配団体の選定は、（５）に記載する審査の着眼点に即して、書面審査と二次審

査の二段階で実施する（詳細については、下記（６）参照）。 

 
（５）審査の着眼点 

出資事業の資金分配団体の選定に当たっては以下に記載の事項を、上記「１．2026 年

度助成事業（５）審査の着眼点」に加えるものとする。 
○出資に関する専門性、運用実績及び社会的インパクト評価の知識経験を有しているこ

と並びに意思決定プロセス、財産管理、運用報告等についての必要な体制を備えてい

ること。 
○資金分配団体が助成事業の資金分配団体を兼ねる場合、適切な資金の区分管理を行い、

かつ、公募の公平性が確保される措置を講じていること。 
 
（６）審査の手続 

○ＪＡＮＰＩＡの出資事業部は、公募や審査手続全般について本事業の事務局としての

役割を担う。 
○各領域の専門家で構成される投資審査会において出資事業の審査を行う。 
○投資審査会は、専門的な知見を有する第三者の中から理事会で選任され、理事長の委

嘱を受けた委員（以下「投資審査委員」という。）で構成する。 
○資金分配団体の審査手続は、以下のとおり実施する。なお、ファンド出資型と法人出

資型の選定は同一の手続とするが、公募審査自体はファンド出資型・法人出資型それ

ぞれ個別に実施する。 

① 資金分配団体の選定審査は、書面審査と二次審査の二段階で実施する。 

② 書面審査は、ＪＡＮＰＩＡの出資事業部が資金分配申請団体から提出された公募

申請書類の内容を精査し、書面審査通過者を決定する。 

③ 書面審査通過者に対して、第三者の専門機関等によるデュー・ディリジェンスを

実施する（財務・法務等を含めて総合的に適正調査を実施する）。 

④ 二次審査においては、投資審査会が、公募申請書類やデュー・ディリジェンスの結

果を踏まえて、直接、資金分配申請団体の役職員と面談し、資金分配団体としての

適性を公正に審査する。 

⑤ ＪＡＮＰＩＡの理事会は、投資審査会における審査結果を踏まえて資金分配団体

を決定する。 
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⑥ 理事会により資金分配団体を決定した後に、必要に応じて、他の民間共同出資者

との契約条件の最終調整等を行い、資金提供契約を締結後、ＪＡＮＰＩＡは資金

分配団体への出資を実行する。 

○投資審査委員が役員に就いている団体による資金分配団体への公募申請は行えない

ものとする。また、過去に投資審査委員が団体の役員に就いていた期間がある場合、

当該役員からの退任後６か月間は、当該団体による資金分配団体への公募申請は行え

ないものとする。 
○投資審査委員は、公募受付が終了した後、資金分配申請団体との利害関係の有無につ

いて自己申告を行うとともに、資金分配申請団体との間で利害関係がないことの誓約

を行う。ＪＡＮＰＩＡは自己申告の内容を確認し、資金分配申請団体との間で利害関

係の存在が認められる又は疑われる場合には、当該資金分配申請団体に係る投資審査

会の審査から除外する等、審査の公正を確保するための必要な措置を実施する。 
○ＪＡＮＰＩＡは投資審査委員ごとに自己申告の内容と審査の公正性の確保のため審

査に加わらなかった案件について審査終了後に公表する。 
○投資審査会は審査内容を整理した上で理事会に報告することとし、資金分配団体の選

定は理事会で決定する。 
 

 

４．休眠預金等交付金の受入れ 

○ＪＡＮＰＩＡは、法、基本方針及び業務規程の定めにより、経理規程に基づき休眠預

金等交付金及び運用資金を適切に取り扱うほか、予算の適正かつ効率的な執行のため

に必要な措置を講ずる。また、その使用状況について情報公開を徹底する。 

○2026 年度収支予算に計上する助成額は、2026 年度採択助成事業（通常枠及び活動支

援）のうち 2026 年度分の助成額及び 2027 年度分の助成額、過年度採択助成事業（通

常枠及び活動支援）のうち 2026 年度に必要となる助成額並びに 2026 年度採択助成事

業（緊急枠）の助成額を合わせて計上するものとする。 

○2026 年度収支予算に計上する出資額は、2026 年度採択出資事業に対する出資額の総

額を計上する。 

○基本計画「１．休眠預金等交付金の額の見通しについて（法第 19 条第２項第１号）」

の「2026 年度の民間公益活動促進業務に必要な経費」は、2026 年度の民間公益活動

を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づく指定活用団体

に関する内閣府令（平成 30 年内閣府令第 32 号）第１条に基づく経費を含め、総額

67.2 億円とする。 

 

 

５．資金分配団体、活動支援団体及び実行団体等の監督 

（１）円滑な制度運営の確保 

○ＪＡＮＰＩＡは、本制度の運営が円滑に行われるよう資金分配団体と実行団体との間

及び活動支援団体と支援対象団体との間で業務運営上に必要となる情報交換や協議

に有用となる対話の機会を積極的に設ける。また、業務改善に向けた取組を継続する
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とともに、改善策を実行し、事業実施の円滑な運営に役立てていく（業務改善におけ

るＰＤＣＡの循環）。 

○ＪＡＮＰＩＡは、資金分配団体による実行団体のガバナンス・コンプライアンス体制

の整備について、団体の事業形態の違いや事業運営体制の態様を踏まえた、段階的な

取組を可能とするなど、柔軟な運用を行う。 

○ＪＡＮＰＩＡは、実行団体のガバナンス・コンプライアンス体制整備への支援を確保

するために、公募申請時及び採択後に求められるガバナンス・コンプライアンス体制

に関するセミナーを定期開催する。 

○資金分配団体による実行団体の公募選定に当たっては、資金分配団体と申請団体との

役員の兼職を不可とする。さらに、過去に兼職関係があった場合、退任後６か月間は、

当該団体による実行団体への公募申請はできないものとする。また、活動支援団体に

よる支援対象団体の公募選定に当たっても同様とする。あわせて、ＪＡＮＰＩＡはこ

れらのルールが遵守されているか資金分配団体に入念に確認するよう求めると共に、

採択された団体について自ら確認を行う。 

 

○資金分配団体が出資を行う場合、実行団体を選定後、実効的な非資金的支援を伴走型

で提供するとともにガバナンスを強化するため、資金分配団体の役職員を実行団体の

役員（取締役）として派遣するなど当該役職員が実行団体の役員を兼任することは可

能とする。 

○休眠預金等活用事業を政治活動や宗教活動等に利用する不適切な事例を公募要領等

に明示し、これを行わないことを契約内容とする。また、公益通報窓口への情報提供

に対し、必要な調査等を実施する。さらに、事業報告書、精算書類等の精査により、

事業運営状況の定期的なモニタリングを行う。 

 

（２）資金分配団体及び活動支援団体の監督 

○ＪＡＮＰＩＡは、資金分配団体及び活動支援団体において休眠預金等に係る資金が公

正に活用され、事業が適正に執行されるよう監督するために必要な事項（資金分配団

体及び活動支援団体からの報告徴収、立入検査及び不正があった場合における選定の

取消し、助成を行った資金の返還、出資を行った場合の持分の処分等を含む。）につ

いて、業務規程に則し、公募要領に明示するとともに、選定された資金分配団体及び

活動支援団体がそれぞれ締結する資金提供契約書に定める。 

○定期的な面談や監査、内部通報を活用して不正行為の早期発見に努めるとともに、資

金管理のルールの明確化による適正な資金管理体制を確保する。また、適正化を図っ

た事案や不正防止につながった事案を整理し、適正に事業を実施する上で注意すべき

ポイントを公表・共有し、これを通じて業務の改善に努める。 

○不正が生じた場合には、不正の原因究明、関係者に対する厳格な処分、再発防止策の

策定及びその内容の公表を行う。  

 

（３）実行団体等の監督 

○ＪＡＮＰＩＡは、資金分配団体が実行団体を監督するに当たり必要な事項（不正によ
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る助成金の返還、出資事業では株式の買取り等を含む。）が、資金分配団体が実行団

体を選定するに際し作成する公募要領及び資金分配団体と実行団体との間で締結す

る資金提供契約書に明記されていることをあらかじめ確認する。また、活動支援団体

が支援対象団体を監督するに当たり必要な事項が、活動支援団体が支援対象団体を選

定するに際し作成する公募要領及び活動支援団体と支援対象団体との間で締結する

役務提供契約書に明記されていることを同様に確認する。 

 

（４）資金提供契約及び役務提供契約 

○助成事業に係る資金提供契約 

ＪＡＮＰＩＡと資金分配団体、ＪＡＮＰＩＡと活動支援団体、資金分配団体と実行団

体との間でそれぞれ締結する資金提供契約においては、基本方針及び業務規程に則し、

助成事業の内容及び期間、助成金等の交付の条件、交付の方法、ＪＡＮＰＩＡの定款

第８条に定める事業年度ごとの事業及び収支の報告並びに精算の方法、監督、休眠預

金等に係る資金の活用対象の範囲、成果評価の方法、進捗管理・評価結果の点検・検

証、区分経理・帳簿の備付け、費用間流用の範囲、事業の承継（実行団体を除く。）、

シンボルマークの表示等について定める。 

○活動支援団体と支援対象団体との間の役務提供契約 

活動支援団体と支援対象団体との間で締結する役務提供契約においては、基本方針及

び業務規程に則し、支援事業の内容及び期間、活動報告、監督、進捗管理・目標達成

度等の点検・検証、シンボルマークの表示等について定める。 

○出資事業に係る資金提供契約 

ＪＡＮＰＩＡと資金分配団体の間及び資金分配団体と実行団体の間で締結する資金

提供契約においては、基本方針及び業務規程に則しし、出資事業の内容及び期間、出

資の条件、運用報告、監督、評価の方法、進捗管理・評価結果の点検・検証、区分経

理・帳簿の備付け、シンボルマークの表示等の必要な事項について定める。 

 

（５）情報公開の徹底 

○ＪＡＮＰＩＡは、助成事業に関して資金分配申請団体、活動支援申請団体がそれぞれ

提出した申請書類、選定過程及び選定結果、選定（不選定）理由及び改善すべき点、

選定された資金分配団体、活動支援団体に対する助成期間を通じた助成総額・各年度

の助成見込み額及びその根拠等について公表するとともに、事業の進捗状況や評価結

果、休眠預金等交付金の使用状況等、可能な限りあらゆる情報を国民に分かりやすい

形で示す。なお、資金分配申請団体、活動支援申請団体の権利その他正当な利益を損

なわないように留意する。 

○ＪＡＮＰＩＡは、資金分配団体、活動支援団体、実行団体及び支援対象団体が行う事

業の進捗状況や評価結果、資金の使用状況等については、休眠預金助成システムによ

り報告を受けることとして、システムに登録された情報のうち、広く国民に公開する

べき情報について公表する。なお、資金分配団体、活動支援団体、実行団体及び支援

対象団体の権利その他正当な利益を損なわないように留意する。 

○ＪＡＮＰＩＡは、助成事業において資金分配団体が実行団体に助成を実施することに



24 
 

関して、実行団体の公募終了時に公募に申請した団体の情報（団体名、所在地、事業

名及び事業概要）が公表されることを確認するとともに、選定した実行団体の名称、

申請事業の名称及び概要、選定過程、選定理由、選定された各実行団体に対する助成

の総額及び内訳並びにその根拠等が公表されることを確認する。 

○ＪＡＮＰＩＡは、活動支援団体が支援対象団体に非資金的支援を実施することに関し

て、支援対象団体の公募終了時に公募に申請した団体の情報（団体名、所在地、行う

又は行おうとする事業名及びその事業概要）が公表されることを確認するとともに、

選定した支援対象団体の名称（民間公益活動を行おうとする個人を除く。）、申請事業

の名称及び概要、選定過程並びに選定理由が公表されることを確認する。 

○ＪＡＮＰＩＡは、出資事業に関して選定された資金分配団体（ファンド出資型におい

てはファンド運営者を含む。）の名称、出資総額、ＪＡＮＰＩＡの出資金額、存続期

間（ファンド出資型の場合）、出資期間、出資事業の概要（主な出資先の領域、テー

マ、地域等）、選定の理由等を公表するとともに、事業の進捗状況や評価結果等を可

能な限り公表する。また、資金分配団体が実行団体に出資を実施することに関して、

実行団体の選定後、選定した実行団体の情報（団体名、所在地、事業概要、出資金額

及び選定理由）が公表されることを確認する。加えて、ＪＡＮＰＩＡの出資事業全体

の出資額、回収金額、回収率等を適切な時期に公表する。なお、公表に当たっては、

他の民間共同出資者を含む当事者間で締結する契約上の秘密保持義務に違反しない

よう留意するとともに、資金分配団体及び実行団体の権利その他正当な利益を損なわ

ないように留意する。 

○また、ＪＡＮＰＩＡは、実行団体における事業の進捗状況やその評価結果、休眠預金

等交付金の使用状況、支援対象団体が抱える組織・活動上の課題の解決に向けた取組

の進捗状況、活動支援団体から提供される支援の有効性について、国民に分かりやす

い形で示すためのウェブサイトを適切に運営し、これらの情報が適切に公表されるこ

とを確認する。 

○休眠預金等活用事業の担い手は、その説明責任や事業運営の透明性・信頼性確保の観

点から、資金提供契約書に定められているガバナンス・コンプライアンス関連の諸規

程の公表を適切に行うものとし、ＪＡＮＰＩＡは公募説明会や、採択後のオリエンテ

ーション等の機会を活用することにより、実行団体の規程類の公表・運用を以下によ

り徹底する。 

・実行団体の規程類が資金分配団体との間で約定された期限内に公表されない場合、

事業の実施期間中においては、当該実行団体への助成額の一部の支払いを留保する。

また、事業終了後においては、当該実行団体及びそれを選んだ資金分配団体による

今後の公募申請について、審査において減点要素とする。 

・加えて、各団体において整備された規程類の運用状況について、事業完了後に実施

する事業完了後監査において確認する。 

○これらの仕組みを通じて、ＪＡＮＰＩＡは資金分配団体及び活動支援団体を、資金分

配団体は実行団体を、活動支援団体は支援対象団体をそれぞれ適切に監督する。また、

ＪＡＮＰＩＡは資金分配団体及び活動支援団体が適切に監督していることを確認す

る。 



25 
 

６．評価実施に向けた支援及び総合評価の実施 

○法、基本方針に則し、資金分配団体、活動支援団体及び実行団体の事業については、

社会的インパクト評価を実施することで、休眠預金等活用の成果の可視化に取り組ま

なければならない。支援対象団体については、活動の進捗状況や目標の達成度、支援

の効果等を定期的に活動支援団体に報告しなければならない。 

○このため、ＪＡＮＰＩＡは、資金分配団体、活動支援団体、実行団体及び支援対象団

体のそれぞれが、本制度における事業の成果を適切に評価することを通じて国民に明

らかにするために取り組むべき事項を取りまとめた「評価指針」に基づく評価の実践

に役立つ手引書の活用により評価実施の支援を行う。 

○その際、社会的インパクト評価の基本は維持しつつも、小規模な団体向けに活動の多

様性にも配慮し、取り組みやすい内容とする。 

○各団体が行う評価結果の点検・検証を行うに当たっては、専門家によるレビュー会を

開催するなどその結果が事業改善や他団体への事例共有などに資するよう配慮する

とともに、関係情報をＪＡＮＰＩＡのウェブサイトで順次公開する。 

○評価の在り方については、これまでに実施した採択事業における事後評価の状況を踏

まえつつ、ＪＡＮＰＩＡを事務局とした資金分配団体の有志メンバーによる「評価研

究会」等で引き続き検討する。 

○出資事業において選定された資金分配団体は、社会的インパクト評価を毎年実施し、

実行団体の事業の進捗状況及び自らの出資事業全体について評価を行った上で、イン

パクト・レポートを作成・公表する。 

○実行団体が行う民間公益活動のうち、大規模なもの、重要なものや国民的関心が高い

もの、特に革新的なものについて、資金分配団体及び実行団体とＪＡＮＰＩＡの三者

で個別に協議の上、第三者評価又は外部評価を実施する。また、活動支援団体の支援

事業についても、必要に応じ、活動支援団体、支援対象団体及びＪＡＮＰＩＡの三者

で個別に協議の上、第三者評価又は外部評価の実施を検討する。2026 年度において

も、第三者評価及び外部評価の客観性等を検証する目的に鑑み、ＪＡＮＰＩＡがその

費用を負担するものとする。また、過年度に実施した第三者評価の結果を取りまとめ

た報告書を公表する。 

○2022 年度通常枠事業において完了した事後評価に加え、事業完了後もアウトカム達

成の状況を継続的にフォローすべき事業を選定し「追跡評価」を行うこととし、当該

評価の客観性を確保するためにＪＡＮＰＩＡがその費用を負担する。 

○ＪＡＮＰＩＡは、事業が終了した資金分配団体及び実行団体による評価や第三者評価、

フォローアップ調査等の結果を踏まえ、以下の検討の視点に立って、制度全般を俯瞰

的に振り返る総合評価を行う。 

 ・本制度の認知度向上 

 ・ソーシャルセクターの担い手の育成、民間公益活動のすそ野の拡大 

 ・社会課題解決への効果の検証 

 ・出口戦略など休眠預金等活用事業の支援終了後の持続可能性向上 

〇ＪＡＮＰＩＡは、総合評価の結果や、活動支援団体による非資金的支援を最大限に活

用することにより、助成終了後の団体の自立化を促す。 
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○資金分配団体、活動支援団体及び実行団体の事業について、特定の領域やテーマを設

定した上で、効果検証や社会課題の構造分析など、将来の事業改善などの観点からの

調査・研究を行い、その成果を総合評価や知の構造化の取組に活用する。 

 

 

７．ステークホルダー・エンゲージメントの重視 

○ＪＡＮＰＩＡは、本制度の効果的運営を共に目指すソーシャルセクターの開かれた受

け皿となり、機動的かつ柔軟に地域の多様な社会課題を発見・解決することを志向し

ている。このため、民間公益活動の現場に従事する団体やその支援組織等との対話、

連携、共創を推進するべく、それら団体・組織等の活動現場への訪問やオンライン等

の活用により、次のような取組を展開する。 

・資金分配団体及び活動支援団体の候補となり得る団体の発掘に向けた本制度の周知

及び個別相談の実施 

・非営利の立場から民間公益活動の現場で活動する者又は民間公益活動につき知見を

持つ専門家若しくは有識者で構成する専門家会議の活用 

・民間公益活動につき専門的な知見を有する第三者で構成する審査会議による審査 

・出資事業及び民間公益活動に関する専門的な知見を有する第三者で構成する投資審

査会による審査 

・投資審査会や、出資事業の領域に知見を有する専門家により組成された会議（専門

家会議）との対話において、制度改良に向けた情報整理、選定された資金分配団体、

実行団体とのヒアリング、情報交換等の機会を確保する。 

・社会的成果の最大化を目指した出資事業の理念、事例、手法等について、ＳＮＳ等

多様な手段を活用した情報発信を行う。   

・公募要領の説明・意見交換会の対面・オンラインでの開催 

・出資事業や活動支援団体についての制度の周知、多様な団体による公募申請を促す

ための活動の実施 

・既存の資金分配団体に所属するプログラム・オフィサーを一同に集めた「ＰＯギャ

ザリング」を開催し日々の事業運営に関する参加者相互の諸情報の共有、テーマご

とに設定されたセッションへの参加等を通じての知見の共有・学びの場とする。 

・資金分配団体のプログラム・オフィサー向けにＪＡＮＰＩＡが実施する研修の受講

履歴等や受講後の状況等諸情報を整備し、研修内容のブラッシュアップや、緩やか

な人材マッチング等に必要に応じて活用可能とする等の取組を進める。この際、個

人情報の取り扱いや関連法令の遵守等に十分配慮するものとする。 

・他の指定申請団体又はその関係者との連携 

・ＮＰＯ等の現場との対話促進 

・地域の資金循環の創出を図るため、資金分配団体、活動支援団体、実行団体及び支

援対象団体の活動を資金的・非資金的に支援・協力する企業や金融機関等との連携 

・地方公共団体や地域を含む各種経済団体や労働団体等との連携 

ａ 地方公共団体に対し本制度・取組についての周知と連携を行う。 

ｂ 各種経済団体における関係懇談会等を通じ企業と民間公益活動の支援に向けた



27 
 

連携を行う。 

ｃ 各地域で必要とされる民間公益活動の発掘、課題解決、それらを通じた地域活性

化を図る。 

○休眠預金等活用事業に参画する団体と企業等との間で、事業運営に必要な経営資源を

共有するため、企業関係者の専門性を活かしたボランティア・プロボノ等での関係作

り、資金支援やＳＤＧs貢献モデル事業（例：就労弱者向けの就労機会創出に向けた

活動）等、戦略的で持続的な企業連携の仕組みづくりに積極的に取り組む。 

 

 

８．民間公益活動の促進に資するための啓発活動及び広報活動 

○ＪＡＮＰＩＡの事業の進捗状況や成果、資金分配団体及び実行団体の活動等をウェブ

サイトや定期レポート等で随時分かりやすく可視化・公表し、メディアを通じた情報

発信に取り組むとともに、以下の活動も展開する。 

・「休眠預金活用プラットフォーム」において、ＪＡＮＰＩＡウェブサイトや「休眠預

金活用事業 情報公開サイト」で個々に発信される情報、助成システムに登録され

た公募申請時の情報、評価に関する情報など、蓄積された多様な情報ソースの連動

性向上を促進し、休眠預金等活用事業のインフラとして更なる活用を推進する。 

・休眠預金等活用事業を通じて生み出された新たな価値（成果・効果、ナレッジ等）

の可視化と共有を促進するため、知見を体系的に紹介するナレッジページを制作し、

ナレッジページを含めた公開情報から、これら情報にアクセスする人々にとって必

要な知見を引き出すための仕組みづくりに向けて、ＡＩの活用に着手する。 

・国民に対し本制度の成果を報告するとともに、本制度への参入の動機付けとなるよ

う、本制度の活用事例等を紹介する動画配信サイトにおける情報配信を高い頻度で

行うほか、事業の進捗状況を社会に周知するためのシンポジウムを開催する。 

・2025 年度に実施した休眠預金等活用制度の認知度調査の結果を踏まえた、より効果

的な制度の周知に資する取組として、「休眠預金活用事業 情報公開サイト」を効果

的に運用しつつ、新聞、インターネット、メールマガジン、ＳＮＳ等を活用し、各

団体の活動状況を発信する。 

・メディア向けのイベント（休眠預金等活用の今を伝える「勉強会」及び実行団体の

活動現場を訪問する「メディアツアー」）を実施する。 

・休眠預金等交付金を原資とする資金を活用して実施する事業であることを示すシン

ボルマークを活用し、本制度の認知度を向上させるよう努める。 

・制度概要を分かりやすく説明するためのポスターやリーフレットを作成し、制度周

知に有効と考えらえる場所への掲示を進める。 

・制度概要を分かりやすく解説した動画をウェブサイト上で公開するとともに、各種

イベントでの投影等、制度周知の促進ツールとして活用する。 

・出資事業の制度周知や海外における事例紹介など周辺情報に関する情報発信をＳＮ

Ｓ等を通じて行う。 
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９．民間公益活動の促進に関する調査及び研究 

○大学等の研究機関における研究者等や、ＮＰＯ中間支援組織、シンクタンク等と連携

し、国内における民間公益活動、ソーシャルビジネス、海外における本制度と類似の

制度や社会課題等に関する調査研究を進め、成果について広く公開する。評価につい

ても、国内外の取組や最先端の動向を情報収集し、本制度においてより良い評価の在

り方が実現できるよう、引き続き検討を続ける。また、ＪＡＮＰＩＡ内外のネットワ

ークを活用するとともに、各種交流活動などを通じ、情報収集を進める。 

○プログラム・オフィサーの役割に関して外部有識者により実施されている調査・研究

の成果・知見なども踏まえ、資金分配団体のプログラム・オフィサーによる実行団体

への伴走支援等に必要なスキル習得や、ソーシャルセクターの人材育成に資する取組

として、専門家を交えての意見交換や、各種研修カリキュラムのブラッシュアップを

行う。 

〇社会課題を類型化した上で、それぞれを構造化し社会課題解決に向けた事業プログラ

ムの取組の優先度や実効性について評価・検証する調査事業に着手し、指定活用団体

としての案件形成力や、ＪＡＮＰＩＡのプログラム・オフィサーにおける関連スキル

の向上を図ることで、資金分配団体及び活動支援団体の公募内容の充実や伴走支援力

の向上等につなげていく。 

〇上記類型化・構造化を踏まえて、社会課題領域ごとに適切な資金提供手法（助成・貸

付け・出資）の在り方について調査を実施する。 

 

 

１０．職員の多様性の確保、中立公正な事務局体制の整備、体制強化 

○ＪＡＮＰＩＡの組織運営体制においては、職員の性別割合、出身分野やソーシャルセ

クターの経験などが業務運営に最適な効果を生み出すよう留意する。また、助成事業

及び出資事業に係る業務を行うために設置された各部署に、当該業務を適確に実施す

るのに必要な知識・経験を有する役職員の配置に必要な人員の拡充を図る。 

○民間公益活動の自立した担い手の育成を担う資金分配団体及び活動支援団体の役割

に特に配慮するとともに、休眠預金等活用事業全般の運営面での質的な向上を目指し

た資金分配団体関係者との協働による研究会「ソーシャル・ブリッジ・ラボ」での活

動を通じ、対話と連携のもと、業務効率化やスキル向上への取組を強化していく。 

○ＪＡＮＰＩＡのウェブサイト上に設置する、当該研究会等の特設サイトにおいて取組

状況を随時掲載し、可視化する。 

○ＪＡＮＰＩＡにおける、活動支援団体、出資事業への対応や、将来の業務効率化に資

するシステム化推進等に必要な人員の配置を行う。 

○ＪＡＮＰＩＡにおけるプログラム・オフィサーのスキル向上やバックオフィス機能の

強化により、資金分配団体に対する伴走支援を充実させつつ、事業の安定的な運営に

努める。 

○また、業務規程、倫理規程、コンプライアンス規程等に基づき、日常業務での利益相

反行為防止の徹底、役職員を対象とした内部通報制度の運用及びコンプライアンス関

連研修の実施等を通じて、中立・公正な業務遂行を図っていく。 
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１１．ＩＣＴを活用した休眠預金助成システムの適切な運用 

○基本計画「３．民間公益活動促進業務について（法第 19 条第２項第２号）」に則し、

民間公益活動促進業務の充実を図るために整備されたＩＣＴを活用して業務進捗管

理や評価結果の即時収集を可能とするシステムを有効に活用していく。 

（１）2023 年にリリースした助成システムの利活用の推進や、操作性向上等について、

引き続き利用者である資金分配団体、活動支援団体、実行団体及び支援対象団体か

ら意見を聴取して、ユーザ目線で改良する。 

（２）これらシステムの活用のため、利用団体に対する勉強会等を継続的に行う。 

（３）次の段階として、 

① 資金分配団体、活動支援団体及び実行団体の事業運営上必要となる様々なリソー

スを企業セクターなど外部とのマッチングを実現させるための仕組みの構築に向

けたツールの一つとして休眠預金助成システムの機能拡充の検討に着手する。 

② 民間公益活動の取組に関する情報を横断的かつ具体的に分析し、構造化された知

識として使いやすい形で広く提供・公開する等によりＪＡＮＰＩＡ、資金分配団

体、活動支援団体、実行団体、支援対象団体やその他ステークホルダーが活用でき

るようなシステムとして実装化された「休眠預金活用プラットフォーム」の更な

る利便性向上の取組を進めていく。 

 

 

１２．指定の際に付された条件への適確な対応 

○基本計画「６．その他（１）」に則し、「休眠預金等活用法に基づく指定活用団体の指

定について」（平成 31 年１月 11 日内閣府）において付された以下の３つの指定の条

件に対して、2026 年度も引き続き取り組む。 

 

＜指定の条件＞ 

（１）中立・公正な組織運営と利益相反を招かない業務運営の実効性を担保する仕組みの

構築 

・評議員会規則及び理事会規則における利害関係者の決議からの除外等を規定、理事

会規則における利益相反等取引の理事会承認等を規定、役員の利益相反防止のため

の自己申告等に関する規程、コンプライアンス規程（複数の外部有識者も加わるコ

ンプライアンス委員会設置等を規定）、内部通報（ヘルプライン）規程（役職員のみ

ならず財団が行う事業に直接・間接に関係する者も利用可能な内部通報制度につい

て規定）など、各種規程を厳正に運用する。 

・事務局から独立した監事の下に設置された監査室において、事務局への業務監査を

定期的に実施する。 

・役職員以外の専門家会議委員や審査委員等についても、資金分配団体若しくは実行

団体、又はこれらの団体になり得る団体等の役員などは選任せず、任期は１年に限

定する。 

・マルチステークホルダー・エンゲージメント（多様な関係者との目的ある対話、連

携、共創）を行うとともに、常に立法の原点を忘れることなくＪＡＮＰＩＡの運営
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を行うべく、休眠預金活用推進議員連盟等との定期的な意見交換を実施する。 

（２）本制度の理解・支持が広くソーシャルセクターや国民一般に共有される仕組みの構

築 

・ＪＡＮＰＩＡは、バリュー（価値基準と行動の原則）に「（１）国民への還元と透明

性・説明責任」を掲げており、財団としての行動原則に織り込み、その実行に取り

組む。 

・基本方針として、１．具体的な成果の創出を最優先（①資金分配団体への配分の組

み合わせにより制度全体の実効性を確保、②実行能力の高い資金分配団体を選定）、

２．民間公益活動を持続的に支える環境整備の促進、を掲げ、成果を着実に上げて

いく。 

・事業の成果は、評価を通じて、国民に明らかにしていく。 

・ＡＩの活用等により、資金分配団体や実行団体等の応募、報告、評価等の事務負担

の軽減や円滑な事業運営に資するデータベースやシステムの構築について検討す

る。 

・その上で、活動結果、成果を効果的、かつ分かりやすく発信し、国民、ソーシャル

セクターに共有していく。 

（３）他の指定申請団体を含む多くの団体・関係者との協力・連携の仕組みの構築 

・ＪＡＮＰＩＡは、休眠預金等活用制度の効果的運営を共に目指すソーシャルセクタ

ーの開かれた受け皿となり、問題発見と対応を機動的かつ柔軟に進める。そのため

に経済界や労働界、行政、ソーシャルセクターの枠を超えて、真にオールジャパン

で取組を進めていく。これが我々の目指すマルチステークホルダー・エンゲージメ

ントによる社会課題解決の在り方である。 

・中立性、公正性の担保に十分配慮しつつ、本制度が問題なく成果を生むためのマネ

ジメントとセクターを超えたブリッジ役と触媒役を担うことで民間公益活動全体

へのオールジャパン体制を整備していくべく、事務局職員それぞれの、ＮＰＯや社

会起業家等の民間公益セクターと関わった経験、組織におけるコンプライアンスや

ガバナンス、行政や企業での経験を活用していく。 

・本制度を成功に導く、そのゴール達成のため、例えば伴走支援等を具体的に進める

場面など、他の指定申請団体の関係者を含め、多くの団体・関係者と協働すること

でオールジャパン体制をより強固なものとし相乗効果を高めていく。 

以上 
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一般財団法人日本民間公益活動連携機構

１．2026年度の収入及び支出 （単位：千円）

予算額
（A）

前年度予算額
増 減

（A）-（B)

Ⅰ　事業活動収支の部

　１. 事業活動収入

　　(1) 休眠預金等交付金 6,717,549 7,378,453 △ 660,904

　　　　　休眠預金等交付金収入 6,717,549 7,378,453 △ 660,904

　　(2) 助成金返還収入 600,000 570,000 30,000

助成金返還収入 600,000 570,000 30,000

　　　　事業活動収入計 7,317,549 7,948,453 △ 630,904

　２. 事業活動支出

　　(1) 事業費支出 9,364,473 9,661,699 △ 297,226

役員報酬支出 7,398 7,698 △ 300

給料手当支出 374,360 354,000 20,360

会議費支出 13,135 8,586 4,549

旅費交通費支出 26,320 20,188 6,132

通信運搬費支出 5,308 6,992 △ 1,684

消耗品費支出 26,683 21,723 4,959

新聞図書費支出 780 768 12

印刷製本費支出 3,507 2,130 1,377

広報活動費支出 82,068 67,279 14,789

研修費支出 828 1,950 △ 1,122

地代家賃支出 38,584 40,190 △ 1,606

委託費支出 209,492 183,149 26,343

諸謝金支出 35,965 20,815 15,150

租税公課支出 30 30 0

雑支出 15 200 △ 185

助成金支出 8,540,000 8,926,000 △ 386,000

　　(2) 管理費支出 221,562 194,226 27,335

役員報酬支出 4,849 5,360 △ 511

給料手当支出 125,000 95,000 30,000

福利厚生費支出 1,500 1,500 0

会議費支出 910 560 350

旅費交通費支出 5,307 4,950 357

通信運搬費支出 1,608 1,720 △ 112

賃借料支出 900 1,800 △ 900

消耗品費支出 11,466 8,180 3,286

新聞図書費支出 110 120 △ 10

印刷製本費支出 300 259 41

研修費支出 2,100 2,900 △ 800

地代家賃支出 13,546 11,910 1,636

委託費支出 49,121 53,753 △ 4,632

諸謝金支出 2,235 3,610 △ 1,375

租税公課支出 444 444 0

雑支出 2,165 2,160 5

　　　　事業活動支出計 9,586,034 9,855,925 △ 269,890

　　　　　事業活動収支差額 △ 2,268,486 △ 1,907,472 △ 361,014

　　収　支　予　算　書
　　2026年4月１日から2027年3月31日まで

科目
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Ⅱ　投資活動収支の部

　１. 投資活動収入

　　(1) 特定資産取崩収入

次年度事業積立資産取崩収入 6,884,000 5,070,000 1,814,000

　　　　投資活動収入計 6,884,000 5,070,000 1,814,000

　２. 投資活動支出

　　(1) 固定資産取得支出

什器備品購入支出 15,001 5,940 9,061

ソフトウェア取得支出 30,000 39,300 △ 9,300

　　(2) 特定資産取得支出 0

退職給付引当資産取得支出 7,513 7,288 225

出資金取得支出 4,643,000 3,500,000 1,143,000

　　　　投資活動支出計 4,695,514 3,552,528 1,142,986

　　　　　投資活動収支差額 2,188,486 1,517,472 671,014

Ⅲ　財務活動収支の部

　１. 財務活動収入

　　(1) 借入金収入

　　 短期借入金収入 50,000 50,000 0

　　　　財務活動収入計 50,000 50,000 0

　２. 財務活動支出

　　(1) 借入金返済支出

　 短期借入金返済支出 50,000 50,000 0

　　　　財務活動支出計 50,000 50,000 0

　　　　　 財務活動収支差額 0 0 0

Ⅳ 予備費

当期収支差額 △ 80,000 △ 390,000 310,000
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２．2026年度採択助成事業（通常枠）（活動支援）の助成期間における助成限度額

（単位：千円）

事項 助成期間 助成限度額

2026年度採択助成事業（通常枠）（活動支援） 2026年度～2029年度 6,500,000

(備考)

３．2026年度採択助成事業（緊急枠）

（単位：千円）

事項 助成限度額

2026年度採択助成事業（緊急枠） 3,000,000

(備考)

４．2026年度出資事業における出資総額

（単位：千円）

事項 出資総額

2026年度出資事業 1,500,000

(備考)

１．資金分配団体への助成事業は複数年度を基本とし、助成の期間は実行団体による民間公益活動の期間（最長
３年間）を踏まえて決定し、かつ、資金分配団体への助成期間は最長で2029年度末までとする。

２．活動支援団体への助成期間は、支援期間（最長3年間）及び支援内容を踏まえて決定し、かつ、最長で2029年
度末までとする。

３．民間公益活動促進業務規程第6条第2項第7号に定める助成限度額は、上表のとおりとする。ただし、各年度に
おける助成額は、各年度の収支予算において計上することとする。なお、2026年度の収支予算においては、同年
度に係る助成額として25.5億円を計上する。

　本事業での資金分配団体への助成金交付は、2026年度末までに完了することとする。また、実行団体による民
間公益活動の期間は最長で１年間とし、また、その期限は最長で2027年度末までとする。

　出資による資金提供は、ファンド出資型、法人出資型を併置する。2026年度採択出資事業に対する出資額の総
額を計上し、公募申請状況を踏まえファンド出資型・法人出資型それぞれに配分する。


